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　次に、本発明の摩擦防融複合繊維の断面形状について説明する。
　本発明の摩擦防融複合繊維は、上述のような海成分と、島成分とからなる海島型複合繊
維である。本発明において、海島型複合繊維は、１以上の島成分と、１以上の海成分を複
合してなる繊維である。
　図１～図４は、本発明の摩擦防融複合繊維の長手方向に垂直な切断面の形状の例である
。
　図１、図３は、海成分の数が１、島成分の数が１の海島型複合繊維の断面である。
　図２、図４は、海成分の数が１、島成分の数が１９の海島型複合繊維の断面である。図
２、図４の海島型複合繊維の島成分は、中心に１個、中心の島成分の外周を均等に１例に
囲んで６個、その外周を均等に１列に囲んで１２個の合計１９個配されている。
　なお、本発明における海島型複合繊維の海成分および島成分の数は１以上であれば、特
に制限されるものではないが、口金作製の容易さから、６１島以下が好ましく、３７島以
下がより好ましく、１９島以下が最も好ましい。
　海成分と、島成分の好適な比率（断面積比率）としては、島成分に低融点樹脂のみを用
いる場合は、島成分：海成分比率が、５：９５～５０：５０が好ましく、より好ましくは
１０：９０～３０：７０である。また、島成分に海島型アロイ樹脂を用いる場合は、島成
分：海成分比率が、２０：８０～７０：３０の範囲が好ましく、より好ましくは、３０：
７０～５０：５０である。この範囲であると、紡糸性も良好であり、本発明の効果も奏し
やすい。
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